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営業社員の売掛金管理

与信と評価の実務

与
信
管
理
力
が
あ
れ
ば

信
用
リ
ス
ク
は
減
ら
せ
る

□

入
金
す
る
ま
で
の
間
に
、
何
が
起
き
る
か
分
か
ら
な
い

昨
今
の
不
景
気
の
中
で
は
、
主
要
取
引
先
が
突
然
不
渡
り
を
出

し
、
売
上
債
権
が
回
収
で
き
な
く
な
っ
て
危
機
に
陥
る
、
と
い
う

事
態
が
い
つ
起
き
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
、
会
社
に
と
っ
て
一
見
不
可
避
に
思
え
る

「信
用
危
険
」

を
回
避
し
、
売
上
債
権
を
確
実
に
回
収
す
る
た
め
の
一
連
の
プ
ロ

セ
ス
が

「与
信
管
理
」
で
す
。

信
用
危
険

（ｏお
２
一
■
∽こ

と
は
、
掛
け

（ｏお
２
じ
で
売
る
商

取
引
に
お
い
て
、
買
い
主
の
責
に
帰
す
る
代
金
支
払
い
に
関
す
る

不
履
行

・
遅
延

・
支
払
不
能
な
ど
が
発
生
す
る
恐
れ
の
こ
と
で
す
。

与
信
と
は
、
商
取
引
で
取
引
相
手
に
信
用
を
供
与
す
る
こ
と
で
す
。

現
金
と
引
き
換
え
に
商
品
を
渡
し
て
い
れ
ば
何
も
問
題
は
起
き

ハ
rヽ、

′´二
=・

多′´

■関連参考文献

『大倒産時代 !危 ない得意先の見分け方』(中経出版)

|「 売掛金完全回収のルールと習慣づくり』(中経出版)

いずれも、小野寺勇史郎 著

もくじ

与信と評価の実務

著者 催
‐スパートナーズ小野寺勇史郎

与信管理力があれば信用リスクは減らせる…… ……3

与信管理は営業社員の第一の仕事……………………… 6

取引を始める双方の動機を探れ…………………………9

現場観察と数値分析で信用調査する …………… ……12

間接信用調査は正確 。冷静に徹して… …………………18

与信限度額は双方の体力内に設定 ……………… ………20

毎月、顧客ごとに債権残高をチェック……………… 22
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著者紹介 )

おので ら・ ゆ うしろ う 昭和 54年 明治大学商学部卒業後 、損保会

社勤務 を経 て、ザ・ リスクコンサルタン ト・ グループ を主宰。昭

和61年 日本 コンサルタン トクループ入社 。平成 19年 3月 (株 )エ

キスバー トナースを設立、収益構造改善の専門家集 団の代表 に就

任 し、現在 に至 る。与信管理 コンサル タン トと して、営業部門強

化指導 、 リスクマネジメン ト (危機管理)を 中心 に、中堅企業 を

中心 に年間 180日 を超 える指導・研修 を行い全 国で売掛金管理 に

関する実践指導を手がけている。著書に、「売料金管理と完全回収

の実務」(日 本実業出版社)ほ か。



ま
せ
ん
が
、
会
社
間
の
取
引
で
は
、
商
品
を
先
に
渡
し
て
代
金
は

後
で
も
ら
う
の
が

一
般
で
、
し
か
も
支
払
い
は
期
日
の
長
い
手
形

で
あ
る
場
合
が
多

い
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
は
、
販
売
先
に
対
し
、

商
品
の
代
金

（現
金
）
を
回
収
す
る
ま
で
の
間
、
信
用

（Ｒ
＆
こ

を
供
与
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。　
現
金
を
握
る
ま
で
は
、

何
が
起
こ
る
か
保
証
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

□

与
信
管
理
に
は
四
つ
の
力
が
い
る

与
信
管
理
は
、
取
引
先
を
評
価
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

評
価
の
方
法
は
様
々
あ
り
ま
す
が
、
結
局
は
、
可
能
な
限
り
情
報

を
集
め
、
多
方
面
か
ら
分
析

・
診
断

・
判
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
石
橋
を
方
々
叩
い
て
渡
る
の
で
す
。

そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
販
売
し
て
い
い
か
ど
う
か

「取
引
可
否
」

の
判
断
を
下
し
、
い
く
ら
ま
で
売
上
債
権
を
認
め
る
か
の

「与
信

限
度
額
」
を
設
定
し
ま
す
。

取
引
が
始
ま
っ
た
ら
、
与
信
限
度
額
に
対
し
売
上
債
権
が
超
過

し
て
い
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
適
切
な
手
を
打
ち
ま
す
。
こ
の

一
連
の
仕
事
の
流
れ
が
、
与
信
管
理
で
す

（表
１
）。

与
信
管
理
に
は
、
次
の
四
つ
の
力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

Ｏ
・調
査
力
　
与
信
管
理
の
土
台
に
い
つ
も
あ
る
の
は
、
与
信
管
理

の
第

一
線
に
立
つ
営
業
社
員
の
調
査
力
で
す
。

②
連
携
力
　
経
営
者
や
経
理
か
ら
の
一
片
の
情
報
や
サ
ポ
ー
ト
が

大
き
な
助
け
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
社
内
の
緊
密
な
連

携
プ
レ
ー
が
大
事
で
す
。

③
契
約
力
　
取
引
を
始
め
る
と
き
、
継
続
す
る
と
き
、
状
況
に
変

化
が
起
き
た
と
き
、
万

一
の
事
態
に
備
え
た
契
約
書
を
交
わ

し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

の
処
置
力
　
売
上
債
権
残
高
が
与
信
限
度
額
を
超
え
た
ら
代
金
の

回
収
を
促
進
し
、
継
続
的
な
情
報
収
集
の
中
で
危
険
性
の
高

い
情
報
が
出
れ
ば
取
引
の
中
止
や
代
金
の
法
的
回
収
を
は
か

る
な
ど
、
迅
速
な
対
応
が
決
め
手
に
な
り
ま
す
。

営
業
社
員
が
与
信
管
理
力
を
高
め
れ
ば
、
取
引
先
の
信
用
リ
ス

ク
は
、
絶
無
と
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
か
な
り
の
程
度
減
ら
し
て
い

け
る
も
の
な
の
で
す

（表
２
）。

■表1 与信管理の流れと内容

■表2 売掛金完全回収・七つのツボ

流  れ 内  容

①動機調査 最初に取引を始める動機を必ず調べる。取引の
動機が仕入れ先の転換や換金目的なら取引しな
い。当社営業社員の動機も調べる

②信用調査 (営業部門の直接信用調査)営業社員の立場
から取引先としての妥当性を調査する。取引先を
直接訪問する観察 (定性)分析と、決算書などか
らの数値 (定量)分析の二つを併用する

(経理部門の間接信用調査)営業部は経理部に、
外部情報を用いた間接調査を依頼する

③取引先の
評価

営業部と経理部は調査結果を持ち寄って情報交
換し、経理部が総合分析を行う。営業部はその結
果から与信限度を立案し、経理部に判断を求める

④取引可否
の判断

経理部は申請取引先の信用状態を審査して判
断結果 (取引の可否)を営業部に通知する

⑤与信限度
額の設定

営業部は④にもとづき与信限度額を設定し、経
理部に通知する。経理部は通知にもとづき与信
限度額を登録する

⑥契約書 商品取引基本契約書は、どんな場合でも取り交
わす。リスクが大きい場合には代金回収を考慮し
て、さまざまな特約を付加する

⑦取引開始 受注し、納品する

③売上債権
の管理

得意先単位で売上債権残高を集計し、与信限
度額と照合する。残高が限度額を超過している
場合や、下回っていても入金予定日を越えて入
金がない場合には、回収促進を行う

①信用調査で取引先を選択 優良な取引先に絞る

②取引条件をはっきり明示 取引先から安易に支払い条件
を変更されないようにする

③双務契約で、同時履行の
抗弁権を活用

支払いが遅い先にはそれ以上
の納入を差し止める

④的確な予防策を講じる 相殺や代物弁済を事前に準備

⑤迅速に請求手続きを取る 早めに支払い予定先に入れて
もらい回収を早める

⑥取引撤退のタイミングを逃
がさない

催告保全の手順を踏み、不良
債権化する前に撤退する

⑦回収手順を社内に周知徹
底する

与信マインドが高まり、危険兆
候キャッチの感性が高まる



得意先 : 営業担当

(1)得意先の営業面に関する事項 月 日 月 日

①主要な販売先に引っ掛かりが発生した
②主要な販売先から納入を停止された

③在庫が急に増減するようになった
④商品構成が大幅に変わった

⑤主要な仕入れ先が変わった

⑥理由なく注文が大幅に増加した

⑦大量の返品を被った

③不審な客が来ていたり、腑に落ちない電話がかかる
CI)出 荷を非常に急がせるようになった
⑩ライバル企業への発注分が急にこちらにくる

(2)得意先の財務面に関する事項

①支払日が約束より遅れた(変更があった)

②回収額が約束と違った(請求書どおり支払わない)

③支払い方法変更の申し出(現金・小切手から手形へ)

④手形サイト延長の申し出(サイトが延びてきた)

⑤主取引金融機関が変わった(支払い金融機関の
変更 )

⑥脱税等の不正で摘発された

⑦高金利金融からの借り入れや融通手形発行の噂
がある

③保証金取り崩しの申し出があった
⑨経理責任者が支払日に不在がちになった
⑩小口払いはするが、大口支払いは延ばそうとする

(3)得意先の人に関する事項

①経営者の不在が多くなった
②経営者。役員間に、内紛・軋蝶が起こっている
③幹部社員が相次いで退社した
④従業員の活気がなく、仕事が投げやりになってきた
⑤従業員がよく不平をいうようになった
⑥経営者が長期入院をした

⑦経営者夫婦が離婚した

③従業員の定着性が悪くなった
⑨政治や場違いな事業に手を出し始めた
⑩ハッタリをきかせた大きな話ばかりするようになった

■表3 得意先の危険兆候チェックリス ト

与
信
管
理
は
営
業
社
員
の
第

一
の
仕
事

■
回
収
な
く
し
て
営
業
な
し

与
信
管
理
の
し
く
み
を
立
派
に
整
え
た
に
し
て
も
、

こ
れ
を
働
か
せ
る
営
業
社
員
、
お
よ
び
そ
の
ほ
か
の

社
員
た
ち
に
し
っ
か
り
管
理
す
る
気
が
な
い
と
、
売

上
債
権
の
完
全
回
収
な
ど
お
ぼ
つ
き
ま
せ
ん
。

と
く
に
、
販
売
先
と
頻
繁
に
接
触
す
る
営
業
社
員

の
回
収
意
識
は
重
要
で
す
。
経
営
者
が
そ
の
気
に
な

っ
て
、
与
信
管
理
の
重
要
性
を
営
業
社
員
に
理
解
納

得
さ
せ
て
い
か
な
い
こ
と
に
は
、
「仏
つ
く
っ
て
魂

入
れ
ず
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「営
業

（売
り
上
げ
）
な
く
し
て
経
営

（会
社
）

な
し
」
は
だ
れ
に
も
分
か
り
ま
す
。

「回
収
な
く
し
て
営
業
な
し
」
は
ど
う
で
し
よ
う

か
？
　

「少
し
く
ら
い
回
収
漏
れ
が
出
て
も
仕
方
が

な
い
。
そ
の
分
、
ま
た
売
れ
ば
い
い
や
」
と
思
っ
て

い
る
社
員
が
多
い
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、　
一
千
万
円

の
回
収
漏
れ
が
出
た
ら
、
ま
た

一
千
万
円
売
れ
ば
穴

埋
め
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

違
い
ま
す
。
貸
し
倒
れ
損
失
は
、
営
業
利
益

（原

価
を
除
い
た
売
上
総
利
益
か
ら
、
セ
ー
ル
ス
の
費
用

や
本
社
の
管
理
費
を
差
し
引
い
て
残

っ
た
金
額
）
か

ら
差
し
引
く
の
が
本
来
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
売
上

高
対
営
業
利
益
率
が
五
％
の
会
社
で
し
た
ら
、
二
億

円
売
ら
な
い
と
、　
一
千
万
円
の
穴
を
埋
め
た
こ
と
に

な
ら
な
い
の
で
す
ｃ

そ
れ
は
大
げ
さ
だ
、
う
ち
は
ア
ラ
利
で
カ
バ
ー
す

る
と
い
っ
て
も
、
ア
ラ
利
が
二
五
％
な
ら
、
四
千
万

円
売
ら
な
い
と
な
り
ま
せ
ん
ｃ

製
造
現
場
で
は
、
少
し
の
手
間
を
惜
し
ん
で
出
し



営
業
社
員
が
、
新
規
の
取
引
先
を
開
拓
し
て
き
た

ケ
ー
ス
を
検
討
し
ま
し
よ
う
。

初
め
て
の
取
引
で
す
か
ら
、
社
内
に
取
引
先
の
情

報
は
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
相
手
が
会
社
の
場
合
、

担
当
者
の
言
葉
だ
け
で
真
実
を
知
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
長
年
付
き
合
い
が
あ
る
取
引
先
な
ら
倒
産
リ

ス
ク
だ
け
を
み
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
新
規
先

の
場
合
に
は
、
倒
産
の
ほ
か
に
、
取
引
の
ル
ー
ル
を

守
ら
な
い

（支
払
い
を
滞
ら
せ
た
り
、
値
切
っ
た
り
、

遅
ら
せ
た
り
す
る
）
リ
ス
ク
も
潜
ん
で
い
ま
す
。

君
子
は
危
う
き
に
近
寄
ら
ず
．
多
方
面
か
ら
情
報

を
集
め
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
、
取

引
を
開
始
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

取
引
を
始
め
る
双
方
の
動
機
を
探
れ

必
ず
最
初
に
調
べ
る
事
項
は
、
取
引
を
始
め
る
動

機
で
す
。
こ
の
取
引
動
機
調
査
で
黒
も
し
く
は
灰
色

と
出
た
新
規
先
は
、
そ
こ
で
ア
ウ
ト
に
し
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
取
引
動
機
が
仕
入
れ
先
の
転
換
や
換

金
目
的
で
あ
る
な
ら
、
必
ず
や
の
ち
の
ち
問
題
を
起

こ
す
か
ら
で
す
。

（１
）
取
引
を
申
し
込
ま
れ
た
場
合
の
危
険

相
手
先
か
ら
、
他
社
で
も
扱

っ
て
い
る
商
品
の
取

引
を
申
し
込
ま
れ
た
場
合
に
は
、
と
く
に
動
機
調
査

が
重
要
で
す
。
い
ま
ま
で
の
仕
入
れ
先
か
ら
出
荷
制

限
を
受
け
、
そ
の
分
を
自
社
か
ら
の
仕
入
れ
に
切
り

替
え
る

「他
社
の
撤
退
」
が
動
機
と
し
て
疑
わ
れ
る

か
ら
で
す
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
相
手
先
の
支
払
い

■
相
手
と
当
社
営
業
、
双
方
を
調
べ
る

■
新
規
の
取
引
に
は
危
険
が

一
杯

″■
ヽ

■
正
し

い
職
務
設
定
が
大
前
提
で
す

経
営
者
の
姿
勢
が
、
売
掛
金
の
未
回
収
の
原
因
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「営
業
社
員
は
、
と
に
か
く
売
り
ま
く
れ
」、
「あ
と

（代
金
の
回
収
）
の
始
末
は
経
理
の
仕
事
だ
―
」
と

経
営
者
が
職
務
設
定
し
て
し
ま
う
と
、
営
業
社
員
は

代
金
の
回
収
ま
で
考
慮
せ
ず
、
ど
こ
に
で
も
押
し
込

み
販
売
し
て
未
回
収
の
山
を
築
き
ま
す
。
こ
れ
で
は

た
ま
り
ま
せ
ん
。
営
業

（売
り
）
の
大
前
提
に
、
与

信
管
理

（入
り
）
の
仕
事
が
あ
る
こ
と
を
、
経
営
者

も
営
業
社
員
も
、
肝
に
銘
じ
て
く
だ
さ
い
。

営
業
社
員
が
与
信
管
理
を
行
う
上
で
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
次
の
六
つ
で
す
。

Ｏ
営ヽ
業
社
員
は
、
顧
客
の
信
用
状
況
に
常
に
目
を
光

ら
せ
る

（表
３
）。

②
与
信
限
度
管
理
と
売
掛
金
管
理
の
仕
事
は
営
業
社

員
が
行
う
。
管
理
部
門
は
側
面
的
管
理
を
行
う
。

Ｏ
営
業
社
員
は
、
常
に
与
信
限
度
額
と
売
掛
金
額
の

推
移
を
念
頭
に
置
い
て
、
取
引
を
行
う
。

０
与
信
限
度
額
は
絶
対
に
厳
守
す
る
。
与
信
限
度
未

設
定
や
与
信
限
度
オ
ー
バ
ー
、
期
限
切
れ
、条
件
違

反
な
ど
は
、
短
期
間
で
も
許
さ
れ
な
い
。
売
り

易
い
と
こ
ろ
に
押
し
込
む
営
業
が
墓
穴
を
掘
る
。

（０
与
信
限
度
違
反
を
起
こ
し
た
ら
、
直
ち
に
上
司
に

報
告
し
、
営
業
部
は
管
理
部
に
相
談
し
、
速
や

か
に
対
策
を
出
す
。
管
理
部
が
限
度
違
反
を
発

見
し
た
場
合
も
、
直
ち
に
営
業
部
に
警
告
す
る
。

０
営
業
部
、
管
理
部
そ
れ
ぞ
れ
が
情
報
入
手
に
努
め
、

さ
さ
い
な
情
報
で
も
交
換
す
る
。
信
用
状
態
に

変
化
が
出
た
場
合
は
適
切
な
保
全
策
を
と
る
。

′

Ｊ

Ｉ

‐

・
‐

ｌ

ヽ

′

′

‐

‐

・
ヽ

、

営業 経営者

１

１

ｌ

Ｊ

′

′

た
製
品
の
ミ
ス
が
、
膨
大
な
損
失
を
招
く
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
販
売
の
現
場
で
も
、
少
し
の
油
断
、
甘
さ

が
回
収
漏
れ
を
生
み
、
大
き
な
損
害
に
な
っ
て
ハ
ネ

返

っ
て
き
ま
す
。
「リ
ス
ク
は
決
し
て
犯
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
考
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
す
。

^ 与
信
管
理



能
力
は
か
な
り
低
下
し
て
い
る
と
み
て
よ
く
、
代
金

の
未
回
収
は
十
分
に
予
測
で
き
ま
す
。

更
に
、
商
品
を
仕
入
れ
て
す
ぐ
に
換
金
し
て
、
代

金
を
踏
み
倒
し
て
逃
げ
て
し
ま
う
、
い
わ
ゆ
る
取
り

込
み
詐
欺
に
遭
う
恐
れ
で
す
。
相
手
は
周
到
に
準
備

し
て
い
る
犯
罪
者
た
ち
で
す
か
ら
、
だ
ま
さ
れ
な
い

た
め
に
は
、
自
社
商
品
を
仕
入
れ
て
ど
こ
へ
販
売
す

る
の
か
、
販
売
ル
ー
ト
の
聞
き
込
み
と
そ
の
裏
と
り

ま
で
、
調
査
が
必
要
で
す
。

（２
）
紹
介
に
よ
る
取
引
も
危
な
い

紹
介
取
引
も
要
注
意
で
す
。
と
く
に
有
力
者
の
紹

介
の
場
合
に
は
、
つ
い
紹
介
者
を
過
信
し
て
、
通
常

の
調
査
を
怠
っ
て
安
易
に
取
引
し
た
り
、
断
わ
り
き

れ
ず
に
取
引
を
始
め
て
、
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
す
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

有
力
者
と
い
っ
て
も
、
会
社
の
内
情
ま
で
は
知
ら

ず
に
、
単
に
口
を
利
く
だ
け
の
こ
と
で
す
し
、
そ
も

そ
も
ど
う
し
て
紹
介
が
必
要
か
を
探
る
べ
き
で
す
。

て
い
ま
す
か
ら
、
相
手
先
の
経
営
状
態
の
調
査

（支

払
い
能
力
調
査
）
が
疎
か
に
な
り
が
ち
で
す
。

と
く
に
Ｏ
の
場
合
は
、
市
場
に
対
し
て
競
争
力
や

人
気
の
な
い
商
品
が
多
く
、
ど
う
し
て
も
営
業
は
数

字
を
上
げ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
先
行
し
、
調
査
が

後
回
し
に
な
り
ま
す
。

ま
た
ゴ
０
も
信
用
リ
ス
ク
が
大
き
い
取
引
で
す
。

メ
ー
カ
ー
の
指
定
と
い
う
の
は
、
メ
ー
カ
ー
が
危

険
回
避
の
た
め
に
、
出
荷
は
後
に
し
て
メ
ー
カ
ー
の

取
り
置
き
在
庫
に
す
る
ケ
ー
ス
で
す
。
伝
票
だ
け
が

動
い
て
商
品
を
発
送
し
な
い
の
で
、
取
引
先
は
そ
れ

ほ
ど
仕
入
れ
を
増
や
し
た
意
識
が
あ
り
ま
せ
ん
．
取

引
先
に
は
現
物
が
な
い
の
で
、
買
掛
債
務
の
意
識
が

薄
く
、
ト
ラ
ブ
ル
の
温
床
に
な
り
ま
す
。

需
要
家
か
ら
の
指
定
と
は
、
「大
量
に
仕
入
れ
て

い
た
だ
け
る
需
要
家
は
神
様
で
す
」
と
ば
か
り
い
い

な
り
に
な
り
、
商
品
を
自
社
に
留
め
置
く
ケ
ー
ス
で

す
。
こ
の
と
き
に
仮
受
注
の
伝
票
が
切
ら
れ
て
い
れ

（３
）
自
社
の
営
業
社
員
の
動
機
は
ど
う
か

自
社
の
営
業
社
員
が
新
規
の
取
引
先
を
探
し
て
き

た
場
合
で
も
、
そ
の
営
業
社
員
が
取
引
を
始
め
る
動

機
や
真
意
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
次

の
よ
う
な
動
機
が
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

①
取
引
の
拡
大
、
新
販
路
開
拓

②
不
良
在
庫
等
の
在
庫
処
分

③
メ
ー
カ
ー
か
ら
の
押
し
付
け
商
品
の
販
売
先

④
危
険
分
散

⑤
下
店

（サ
ブ
店
）
と
し
て
起
用

⑥
メ
ｌ
ヵ
ｌ
や
需
要
家
か
ら
の
指
定

意
図
的
に
数
字
を
つ
く
り
上
げ
る
目
的
や
、
継
続

性
の
な
い
一
回
限
り
の
お
付
き
合
い
、
短
期
的
な
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
だ
け
の
取
引
な
ど
、
営
業
社
員
に

押
し
込
み
販
売
の
色
が
濃
い
場
合
に
は
、
リ
ス
ク
が

高
い
取
引
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

先
に
上
げ
た
う
ち
、
①
と
④
を
除
い
て
は
、
営
業

サ
イ
ド
で
無
理
を
承
知
の
意
図
的
な
動
き
が
先
行
し

ば
、
需
要
家
の
気
持
ち

一
つ
で
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
る

危
険
性
が
か
な
り
あ
り
、
伝
票
も
な
い
口
約
束
で
仮

受
注
を
起
こ
し
た
場
合
は
、
後
で
必
ず
ト
ラ
ブ
ル
を

引
き
起
こ
す
と
み
て
よ
い
の
で
す
。

■
取
引
は
性
悪
説
で
み
る

「期
末
近
く
に
な
っ
て
不
良
在
庫
の
処
分
を
急
ぐ

余
り
、
基
本
の
調
査
を
怠
り
、
た
っ
た

一
回
の
取
引

で
売
上
債
権
を
焦
げ
付
か
せ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う

苦
い
経
験
を
し
た
営
業
社
員
は
無
数
に
い
ま
す
。
動

機
調
査
を
疎
か
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

始
め
か
ら
動
機
が
不
純
な
為
に
す
る
発
注
は
至
る

と
こ
ろ
で
大
き
な
口
を
空
け
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

売
り
上
げ
に
目
が
く
ら
み
、
い
い
な
り
の
受
注
を
し

て
し
ま
っ
た
ら
、
相
手
の
餌
食
、
あ
と
の
祭
り
で
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
動
機
調
査
は
、
他
の
営
業
部
員
や

管
理
部
門
の
目
も
借
り
て
、
営
業
取
引
を
性
善
説
で

な
く
性
悪
説
で
み
る
こ
と
を
基
本
に
し
ま
す
。
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項 目 調査ポイント

会社の
歴史

いまは老舗も安泰とはいえませんが、業歴五年末満の会社は
好不況の経験が少ないこと、取引基盤が確立されていないこと
などから、一般には不安定だと思われます。また設立経緯が曖
昧な会社は、よほどの理由がない限り避けるべきです。

事業の

方針

会社案内や事業概要書から会社の方向性や経営方針を読み
取ることができます。本業とかけ離れた事業を展開していれば、
本業の収益にどのように影響しているか注意が必要。

株主の
構成

取引見込先が優良会社の系列会社であることは、信用面では
大きなプラス材料です。逆に、株主にあまり聞いたことのない企
業名が入っているときは調査する必要があります。

経営者
の資質

経営者は会社の顔。特に中小企業の場合は、経営者に資質
がない会社はどんな優秀な人材、設備を持っていても先行き不
安といわざるをえません。経済環境が変化する中で、従来路線
に固執する経営者も要注意です。

従業員
の士気

人材は調査の最重要項目です。規律。モラールの低下はないか、
勤務態度はどうか、などがチェック対象。会社の経営が順調なら
ば、従業員も仕事に熱が入り、不平・不満が少ないものです。

設備
工場等

立地条件が悪いと、輸送コストや販売コストが余計にかかり、同
業者との競争上ハンディになります。また設備が陳腐化してい
ると、一単位当たりの生産コストが高くつきます。

商品等

最近は、商品や製品のライフサイクルが短くなっているので、商・

製品が成長期にあるか、成熟期か衰退期かを見極める必要が
あります。たとえば、単一商品しか扱っていない取引先だと、新
商品や競合品の登場は致命傷になりかねません。

仕入れ
先・販
売先等

仕入れ先の経営基盤が弱いと、安定した販売・生産活動はで
きません。販売先からクレーム等を受けた場合、仕入れ先が弱く
てそれに対応する力がないと債権未回収につながります。

不動産
。担保

不動産の明細 (物件と価値)と担保設定状況を調べます。社
有不動産だけでなく代表者個人やその家族の資産も調べます。
新しく担保が設定されていると、何か資金需要があったことを意
味します。

関係

会社

中小企業、とくに同族会社の場合、設立趣旨や事業目的が明
確でない関係会社を持ち、不明瞭取引のカムフラージュや決算
操作のために利用するケースがあります。直接の関係会社だけ
でなく、代表者の親類縁者が経営している会社も調査しましょう。

金融
機関

取引金融機関の頻繁な変更は要注意です。主力金融機関が
交替するということは、金融機関の支援態度に重大な変化があ
った場合が多いからです。

第三者
の評価

同業者の噂や調査会社の情報、市中金融業者での割止め情
報なども貴重な情報源です。火のないところに煙は立ちません。

経済
環境

どんな中小企業でも経済の流れに無関係ではいられません。経
営環境や経済環境の変化が取引候補先にどのような影響を
及ぼしているかを調べる必要があります。

■表4 観察 (定性)調査の項目とポイント

現
場
観
察
と
数
値
分
析
で
信
用
調
査
す
る

■
現
場
で
の
情
報
の
収
集
が
最
重
要

新
し
く
取
引
を
始
め
る
動
機
が
双
方
と
も
納
得
の

い
く
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
た
ら
、
次
は
い
よ
い

よ
信
用
調
査
に
進
み
ま
す
。

ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
正
し
い
調
査
結
果
を
出
す
に
は
、

正
確
な
情
報
を
、
早
く
た
く
さ
ん
集
め
る
し
か
あ
り

ま
せ
ん
が
、
苦
労
し
て
集
め
た
情
報
や
資
料
が
、
必

ず
し
も
正
確
な
経
営
実
態
を
伝
え
て
い
る
も
の
ば
か

り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
正
確
だ
っ
た
り
、
間
違

っ

て
い
た
り
、
あ
る
い
は
メ
イ
ク
さ
れ
た
情
報
が
混
じ

っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
複
数
か
ら
情
報
を
人
手

し
、
常
識
の
フ
イ
ル
タ
ー
を
通
し
、
推
理
力
も
働
か

せ
て
、
比
較
検
討
し
た
上
で
、
取
捨
選
択
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

ち
な
み
に
外
部
資
料
と
し
て
は
、
決
算
書
や
調
査

会
社
の
報
生
呈
］、
業
界
釜
、い
や
専
門
誌
、
法
務
局
や
監

督
官
庁
等
の
公
的
機
関
の
資
料
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

既
存
の
取
引
先
で
あ
れ
ば
、
内
部
資
料
と
し
て
取

引
実
績
表
や
回
収
状
況
表
が
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
取
引
先
の
信
用
状
態
を
判
断
す
る
に
は
、

一
般
に
次
の
二
つ
の
方
法
を
用
い
ま
す
。

一
つ
は
、
決
算
書
な
ど
か
ら
財
務
の
内
容
を
分
析

す
る
数
値

（定
量
）
分
析
、
も
う

一
つ
は
、
生
き
物

で
あ
る
会
社
の
活
力

（ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
）
や
特
性
を

多
方
面
か
ら
観
察
す
る
観
察

（定
性
）
分
析
で
す
。

企
業
の
安
全
性
を
診
断
す
る
に
は
、
計
数
分
析
だ

け
で
は
十
分
で
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
後
者
の
観

察
分
析
の
方
が
経
営
実
態
を
把
握
で
き
る
こ
と
が
多

い
の
で
す
ｃ

′

ｉ

１
１

１

１

１

１
■
●
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■表5 取引先の総合評価表 (例 )

会社名

No. 評価要素 評価基準 評価点
・
判定点

経営者の

事業意欲

①積極的
②普通
③消極的

10
7
3

2
経営者の

先見洞察力

①十分 リ

②普通
③不十分

15
10

5

3
経営者の

問題意識

①的確である

②普通
③低い

10
7

3

4
スタッフの

充実度

るヽ

るヽ

5
3
1

5
事業への

専従度

以 上

以 上

10
7
3

6
社内の

雰囲気

①積極的で明るい

②普通
|(D消 極的で暗い

10
7
3

7
トップの

後継者

①適格者が決定済み 10
7
3

8
取引金融機
関の評価

通

用 小

10
7

3

幹部社員の

充実度

実している 10
7
3

10 労使協調度
①協調性
②普通
③かける(

む

対立激しい)

10

3

判定点合計 (1)

No 評価要素 評価基準 評価点 判定点

11 創業年数

10年以上

5年以上
5年未満

8 ｀

4
2

12 資本金
1,000万 円未満

8

4
2

13 年間売上高
3億 円未満

10
7

3

14
企業収益力

(売上高対

営業利益率)

3%以上
3%未満

12

8
4

15
業界での

規模
(シェア)

最上位 ス

上イ立クラス

中位クラスまたはそれ以下

10
7
3

16
企業系列
(主力株主)

有力企業系列 (株主)である

準系列化企業である

企業系列なし

8
4
2

17 主な販売先
有力な大手の販売先
中堅の販売先
中小・小規模の販売先

10
7
3

18 主な仕入先
有力な大手の仕入れ先
中堅の仕入れ先
中小・小規模の仕入れ先

10
7
3

19 支払い条件
毎月一定時期現金払い

手形支払い (90日 以上 )

手形支払い (120日 以上 )

12

8
4

20
業界の評判

(信用調査

機関の評価 )

良好 (警戒不要 )

やや良好 (多少要注意 )

問題あり(要警戒 )

12

4

判定点合計 (2)

■表6 総合評価表の判定 (例 )

15

ランク 点数 応対例

A 140点以上
取引上の不安はないので、営業に力を入
れる

B 120～ 139点、当面の取引に不安はない取引先

C 100´-119点

やや注意が必要な取引先
会社は弱点から崩れていくので、まず弱点や
問題点をはっきりさせ、次はこれを継続してチ
ェックすること

ランク 点数 応対例

D 80～99点、

かなり注意が必要な取引先
取引先の弱点については気を配り、大きな
変化がありそうなときは、訪間を多くして情報
を積極的に集める

E 60^-79月ミ、
きっちり注意する。支払いが遅れたならば、
次の納品を一時停止すること

F ～59点 上司と検討し、取引を直ちに中止すること

14

伯うな lノ

③専従 虜 0%未満

②育成中
③未決定 (不在 )

①問題なく信用大

② 普〕南

〔3)不+今

7

5.000万 円以 上

1.000万 円以上

10イ音F工1タリト

3イ貴Fq I以 ト

5%以上

8



■式1 数値 (定量)分析の10の比率
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１

，

（１
）
観
察

（定
性
）
分
析
の
ポ
イ
ン
ト

お
医
者
さ
ん
は
患
者
さ
ん
を
診
察
す
る
際
に
、
間

診
、
聴
診
、
触
診
、
目
診
、
嗅
診
、
そ
し
て
直
感
な

ど
、
自
分
の
五
感
を
フ
ル
に
使
い
ま
す
。
検
査
の
数

値
だ
け
に
頼
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
と
同
じ
こ

と
が
、
取
引
先
調
査
で
も
い
え
ま
す
。

ｒ
一直
接
訪
問
し
て
観
察
す
る

信
用
調
査
の
目
的
は
、
取
引
先
の
支
払
い
能
力
と

支
払
い
意
志
の
確
認
で
す
。
こ
の
二
つ
の
目
的
を
果

た
す
た
め
に
、
営
業
社
員
は
取
引
先
の
と
こ
ろ
に
何

は
と
も
あ
れ
直
接
訪
問
し
て
、
①
見
る

（視
る
、
観

る
）、
②
聞
く

（聴
く
、
訊
く
）、
③
雰
囲
気
を
感
じ

る
、
④
商
品
を
触
る
、
⑤
疑
惑
を
嗅
ぐ
な
ど
、
五
感

と
経
験
を
総
動
員
し
て
、
子
細
に
観
察
し
ま
す
。

な
に
し
ろ
相
手
の
会
社
に
直
に
触
れ
る
の
で
、
そ

の
体
質
や
体
臭
、
生
命
力
な
ど
、
信
用
を
支
え
る

様
々
な
要
素
の
生
の
手
触
り
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
の
際
の
着
眼
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
ま
し

た
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
（表
４
）。

０
観
察

（定
性
）
調
査
の
分
析
と
診
断

観
察
調
査
は
信
用
調
査
の
基
盤
で
す
が
、
こ
れ
を

ど
の
よ
う
に
分
析

。
診
断
し
結
論
づ
け
る
か
は
、
は

な
は
だ
微
妙
で
す
。

ど
の
程
度
の
危
険
な
兆
候
が
、
い
く
つ
あ
つ
た
ら

取
引
を
止
め
る
べ
き
か
、
ま
た
、
マ
イ
ナ
ス
点
だ
け

で
な
く
プ
ラ
ス
点
が
あ
っ
た
場
合
に
単
純
に
相
殺
し

た
評
点
で
評
価
し
て
よ
い
の
か
な
ど
、
非
常
に
難
し

い
問
題
を
手
ん
で
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
絶
対
的
な

評
価
法
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
致
命
的
な
弱
点
や
マ
イ

ナ
ス
の
項
目
が
多
い
相
手
先
に
は
、
深
み
に
は
ま
る

前
に
、
近
づ
か
な
い
こ
と
で
す
。

表
５
の
よ
う
に
観
察
調
査
の
結
果
を
点
数
化
す
る

と
分
析
し
易
く
な
り
ま
す
が
、
短

。
中
期
的
に
は

一
モ
ノ
・
カ
ネ
」
の
安
全
性
、
長
期
的
に
は

「ヒ
ト
」

の
評
価
に
重
点
を
置
く
べ
き
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。　
一

人
の
営
業
社
員
だ
け
で
は
片
寄
る
の
で
、
経
験
豊
富

な
方
を
含
め
た
複
数
の
目
で
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

判
定
例
は
表
６
の
通
り
で
す
が
、
ラ
ン
ク
別
の
対

策
は
、
会
社
の
事
情
や
時
代
で
変
わ
り
ま
す
。

会
社
の
健
康
状
態
を
診
断
す
る
の
に
、
決
算
書
の

数
字
で
比
率
分
析
を
行
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
安
全
性

を
主
に
、　
一
〇
の
比
率
を
紹
介
し
ま
す

（式
１
）。

営
業
社
員
が
取
引
先
の
決
算
書
を
見
せ
て
も
ら
う

の
は
大
変
で
す
が
、
経
理
部
や
上
司
と
協
力
し
て
、

取
引
の
社
内
規
定
を
理
由
に
す
る
な
ど
し
て
入
手
に

努
め
て
く
だ
さ
い
。
入
手
し
た
決
算
書
が
真
実
で
あ

る
か
否
か
は
別
の
問
題
と
し
て
、
三
年
分
の
決
算
書

が
あ
る
と
か
な
り
の
程
度
の
動
き
は
つ
か
め
ま
す
。

０
）流
動
比
率
　
当
面
の
支
払
い
能
力
を
示
し
ま
す
。

流
動
資
産
の
棚
卸
資
産
の
陳
腐
化
が
問
題
で
す
。

②
当
座
比
率
　
即
資
金
に
な
る
資
産
の
支
払
い
能
力

1617

項   目 算  式

安
全
性

①流動比率
流 動 資 産

〉く100
流 動 負債

②当座比率
現金,預金+その他の預金十受取手形十売掛金 ノヽイハ̂~~~~~~~~~琉 ~覇~頁

可蒙
~~~~~~~~入

lυυ

③固定長期適合
率 自己資本+長期借入金

〉(100
固 定 資 産

④総資本対自己
資本比率

自己 資 本
〉く100

総 資 本

効
率
性

⑤棚卸資産回転
期間

棚 卸 資 産

月 商

⑥受取勘定回転
期間

受取手形+売掛金+受取手形割引高

月 商

⑦支払勘定回転
期間

支払手形 (除設備手形)+買掛金

月 商

収
益
性

③売上高対総利
益率 純 売 上 高

〉(100
総 利 益

⑨売上高対経常
利益率

経 常 利 益
〉く100

純 売 上 高
成
長
性

⑩売上高増加率
当期純売上高―前期純売上高

〉く100
前期純売上高



登言己
夕狡 詈コ
』■面じ

登 記

を
示
し
ま
す
。
手
形
や
売
掛
金
の
質
が
問
題
で
す
。

Ｃ
固
定
長
期
適
合
率
　
設
備
投
資
の
健
全
性
を
示
し

ま
す
。　
一
〇
〇
％
以
下
が
望
ま
し
い
数
値
で
す
じ

Ｃ
総
資
本
対
自
己
資
本
比
率
　
比
率
が
高
い
ほ
ど
、

筋
肉
質
の
健
全
経
営
体
と
い
え
ま
す
。

０
棚
卸
資
産
回
転
期
間
　
過
大
な
棚
卸
資
産
は
危
険

で
す
ｃ

（輛
喜
又取
勘
定
回
転
期
間
　
売
上
債
権
に
不
良
債
権
が

混
ざ

つ
て
い
る
と
、
期
間
は
長
く
な
り
ま
す
．

■
登
記
事
項
を
分
析
し
確
実
な
情
報
を
得
る

営
業
部
門
の
直
接
調
査
と
並
行
し
て
、
経
理
部
門

は
収
集
し
た
資
料
か
ら
間
接
調
査
を
行
い
ま
す
。

営
業
部
門
は
取
引
を
優
先
し
て
客
観
性
に
欠
け
る

き
ら
い
が
往
々
に
し
て
あ
り
ま
す
が
、
経
理
部
門
は

間
接
信
用
調
査
は
正
確
・冷
静
に
徹
し
て

Ｃ
一支
払
勘
定
回
転
期
間
　
０
と
比
較
す
る
こ
と
で
、

経
常
収
支
の
適
正
性
が
判
断
で
き
ま
す
。

（６
一売
上
高
対
総
利
益
率
　
ア
ラ
利
と
い
わ
れ
る
比
率

で
業
種
で
か
な
り
違
い
ま
す
が
、
業
種
の
平
均

を
大
き
く
下
回
る
よ
う
だ
と
危
険
で
す
Ｇ

一Ｃ
売
上
高
対
経
常
利
益
率
　
販
売
費
及
び

一
般
管
理

費
と
営
業
外
損
益
を
含
め
た
体
質
を
示
し
ま
す
。

（⑩
売
上
高
増
加
率
　
大
幅
な
マ
イ
ナ
ス
が
続
く
よ
う

で
は
問
題
で
す
。

あ
く
ま
で
冷
静
に
徹
し
て
調
査
す
べ
き
で
す
。

間
接
調
査
は

一
般
に
外
部
情
報
を
使
い
ま
す
。

相
手
先
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
あ
れ
ば
無
料
で
概
要

は
つ
か
め
ま
す
。

有
料
の
資
料
に
、
登
記
事
項

（商
業
登
記
や
不
動

産
登
記
）
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
法
務
局
で
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の

で
、
記
載
内
容
は
信
頼
が
置
け
ま
す
．
登
記
事
項
は
、

取
引
先
の
手
を
煩
わ
せ
る
こ
と
な
く
、
自
社
が
郵
送

で
入
手
で
き
ま
す
し
、
こ
れ
を
調
べ
る
こ
と
で
、
相

手
の
内
容
の
根
幹
部
分
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

必
ず
手
に
入
れ
て
お
き
ま
し
よ
う
。

一商
業
登
記
」
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
社
名
や
本

店
所
在
地
、
設
立
年
月
日
、
資
本
金
、
営
業
種
日
、

役
員
名
が
わ
か
り
ま
す
。
閉
鎖
謄
本
の
場
合
は
、
そ

れ
以
前
ま
で
遡

っ
て
調
べ
ら
れ
ま
す
．

一不
動
産
登
記
」
か
ら
は
、
物
件
の
所
在
地
や
種

類

（土
地
や
建
物
）
、
面
積
、
所
有
者
、
担
保
等
の

権
利
関
係
が
わ
か
り
ま
す
。
不
動
産
の
所
在
地
、
一種

類
、
面
積
が
わ
か
れ
ば
、
そ
の
物
件
価
値
を
知
る
こ

と
が
で
き
、
担
保
関
係
を
み
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
金

融
機
関
と
の
取
引
関
係
や
仕
入
れ
先
の
与
信
状
況
、

担
保
余
力
の
有
無
も
、
あ
る
程
度
つ
か
め
ま
す
。

な
お
、
「謄
本
」
に
よ
っ
て
過
去
の
動
き
が
つ
か

め
る
の
で
、
取
引
開
始
に
当
た
っ
て
は
現
に
有
効
な

部
分

（抄
本
）
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
謄
本
を
取

り
寄
せ
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

■
調
査
会
社

へ
の
依
頼
に
は
指
示
を
出
す

調
査
会
社
は
、
調
べ
て
も
ら
い
た
い
会
社
の
名
前

と
住
所
が
分
か
れ
ば
、
様
々
な
角
度
か
ら
調
べ
て
く

れ
ま
す
。
調
査
項
目
に
は

「資
金
現
況

・
不
良
債
権
」

一現
況
と
見
通
し
」
な
ど
営
業
社
員
が
調
べ
づ
ら
い

内
容
も
含
ま
れ
ま
す
。

調
査
結
果
に
客
観
性
を
持
た
せ
る
た
め
、
調
査
会

社
に
依
頼
す
る
と
き
は
、
何
を
知
り
た
い
の
か
絞
り

込
ん
で
、
は
つ
き
り
指
示
す
る
こ
と
で
す
。

た
と
え
大
手
の
調
査
会
社
で
も
調
査
員
の
質
は
均

一
で
な
く
、
主
観
も
多
分
に
入
る
の
で
、
調
査
内
容

が
絶
対
に
正
し
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

調
査
会
社
の
報
告
書
と
自
社
で
調
べ
た
事
項
を
つ

き
合
わ
せ
る
こ
と
で
真
実
に
近
づ
き
ま
す
。
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仕入れ債務基準

取引先の仕入れ債務総額の一定

割合を与信限度額に設定する

利点 :汎用性がある

欠点 :相 手先が決算非公開だ

と仕入れ債務総額をつ

かめない

3年間粗利法

商品の粗利益率に過去3年 間の

相手先の売り上げを掛けて限度

額にする

利点 :貸し倒れの際には過去3

年分の粗利益で補填す
るという明快な考え方

欠点 :実績がない取引先には

適応不可能

売上高予想法
取引先の販売能力=取引先の信
用力と考え、売上予測をもとに限
度額を算定する

利点 :簡便なので新規取引や

緊急取引に対応できる

欠点 :他の方法と併用しないと

危険

販売目標管理法
販売担当者が取引先の販売目標
等を設定し、それにもとづき限度額
を設定する

利点 :実績のある取引先で使

うのに便利

欠点 :取引先の信用状態が考

慮されていないので、他
の方法と併用が必要

基準支払い能力の3倍法

基準支払い能力を算定して限度額を決める

基準支払い能力=(担保物権の時価×07)

+保証金+(保証人不動産評価×0,7)

与信限度総額=基準支払い能力×3

利点 :利用しやすい方

法で、会社によ

り倍率を違える

欠点 :相手の信用状態

を考慮していない

担保による設定法 (法的与信限度)

保有担保資産 (不動産、動産、債
権等)の 処分額を取引先の与信
限度総額にする

利点 :保全面からは確実

欠点 :資産の保有額のみによ

る判定

月間信用期間法

①取引先の評価要素 (経営者の
手腕、社員の意欲、資産など)を

評価して、その百分率を総合評
価点数にする

②取引先規模別の月間目標販売高、
新規月間取引基準額を決める

③売掛期間は、出庫日(請求日)から
現金になるまでの平均月数を、過
去の支払い状況を併せて聞き取る

①×②×③=与信限度額にする

利点 :中小規模の小売店に対
応する際に簡便法とし

て利用されている

欠点 :信用度指数を割り出す
ために、各評価要素を

厳正にチェックする経験
と洞察力が必要

与
信
限
度
額
は
双
方
の
体
力
内
に
設
定

■
自
社
に
適
し
た
設
定
方
法
を
考
え
る

営
業
部
門
と
経
理
部
門
の
調
査
結
果
が
出
揃
い
、

両
者
が
共
に

「取
引
し
て
も
よ
い
」
と
判
断
す
る
と
、

こ
こ
で
初
め
て
取
引
が
始
ま
り
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、

必
ず
、
与
信
限
度
額
を
設
定
し
、
商
品
取
引
基
本
契

約
書
を
取
り
交
わ
し
ま
す
。

与
信
限
度
額
を
具
体
的
に
算
出
す
る
た
め
の
代
表

的
な
方
法
を
表
７
に
ま
と
め
ま
し
た
。

ど
の
基
準
を
採
用
す
る
か
は
、
業
種
や
規
模
や
考

え
に
よ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
慎
重
を
欠
い
て
は
元
も

子
も
あ
り
ま
せ
ん
。

各
方
法
と
も

一
長

一
短
あ
り
ま
す
が
、
仕
入
れ
債

務
基
準
方
式
が
最
も
汎
用
性
が
あ
り
、
比
較
的
多
く

使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
の
方
法
を
使

っ
た
与
信
限
度
額
は
、

期
悧
一冷
Э
眸
ン
ざ
爾
鍛
鑑

（川
革
ゅ
＋
料
ド
＝
翡
十

胴
岬
珊
滸
＝
ミ
）
×
―
鴻
孵
」０
＝
中
前
憫麺
河
瑚

と
な
り
ま
す
。
式
中
の
一
定
割
合
は
、
各
社
の
規
模

や
考
え
方
に
よ
り
ま
す
が
、
最
悪
の
事
態
に
な
っ
て

も
最
高
額
の
債
権
者
に
な
ら
ず
に
撤
退
し
易
い
と
い

う
理
由
か
ら
、
上
限
を
三
〇
％
に
置
く
と
い
う
考
え

方
が
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
に
優
良
な
取
引
先
で
も
、

自
社
の
リ
ス
ク
負
担
能
力
を
は
る
か
に
超
え
る
与
信

限
度
額
を
設
定
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
．

そ
の
ほ
か
に
は
、
取
引
先
の
信
用
度
を
加
味
す
る

月
間
信
用
期
間
法
も
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
社
の
体
力
を
前
提
に
、
そ

こ
に

一
定
の
余
裕
も
加
味
し
て
与
信
限
度
額
を
決
め

キ
Ｆ
し
よ
つヽ
ｃ

■表7 与信限度額の設定方法

*限度額の算式の数字 (× 3、 ×0.7な ど)は 、適宜ご検討ください
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■表8 売掛全管理の職能別職務分掌表

毎
月
、
顧
客
ご
と
に
債
権
残
高
を
チ
ェ
ツ
ク

■
与
信
限
度
額
オ
ー
バ
ー
は
信
号
無
視

取
引
が
始
ま
っ
た
ら
、
経
理
部
は
、
得
意
先
ご
と

に
、
毎
月
の
入
金
予
定
日
時
点
で
、
売
上
債
権
残
高

と
与
信
限
度
額
が

一
覧
で
き
る
表
を
作
製
し
て
、
営

業
社
員
に
渡
し
ま
す
。

営
業
社
員
は
、
得
意
先
単
位
で
与
信
管
理
を
し
ま

す
。
売
上
債
権
残
高
が
与
信
限
度
額
を
超
過
し
て
し

ま
っ
た
ら
、
直
ち
に
上
司
に
報
告
し
、
出
荷
を
止
め
、

社
内
で
事
前
に
決
め
て
お
い
た
回
収
促
進
策
を
確
認

し
、
実
施
に
移
し
ま
す
。
売
上
債
権
残
高
が
与
信
限

度
額
を
超
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
赤
信
号
の
交
差
点

に
立
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
与
信
限
度
額
を
下
回
っ
て
い
る
場
合

で
も
、
入
金
予
定
日
を
過
ぎ
て
入
金
が
無
か
っ
た
ら
、

経
理
部
と

一
緒
に
な
っ
て
、
社
内
手
順
に
従
い
、
回

収
促
進
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
（表
８
）。

■
既
存
取
引
先
も
定
期
的
に
調
査
す
る

既
存
の
取
引
先
に
対
し
て
も
、
定
期
的
に
調
査
を

行
い
、
取
引
継
続
の
可
否
判
断
を
含
め
与
信
限
度
額

や
取
引
条
件
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
ょ
う
。
与
信
管

理
の
流
れ
は
、
新
規
先
の
場
合
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

取
引
先
を
と
り
巻
く
経
営
環
境
と
社
内
事
情
が

刻
々
変
化
す
る
に
つ
れ
、
財
務
内
容
も
激
変
し
ま
す
。

経
理
部
や
営
業
管
理
者
は
、
営
業
社
員
に
取
引
先
の

危
険
兆
候
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
常
に
注
意
を
喚
起

し
、
危
険
兆
候
が
出
た
と
き
に
は
与
信
限
度
額
を
下

方
修
正
す
る
な
ど
、
迅
速
に
対
応
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
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部門 職 務 分 掌

営
業
（営
業
部
）

1.与信管理規定にもとづいた日常取引を励行すること

2.取引の安全を確保すること

3.取引伝票の正確な記入を励行すること

4.得意先およびその業界情報を収集し、管理部門へ提供す
ること

5.優良な得意先を選択すること

6.得意先の信用度を常に把握し、変化に迅速に対応すること

7.売掛金の回収状況、受取手形の支払期日を把握すること

8.回収率向上のために管理部門と定期的なすり合わせを実

施すること

9.新規得意先の信用力評価を提供すること

10.営業担当者は債権回収の促進を補助すること

管
理
（経
理
部
・総
務
部
）

1.得意先。売掛金台帳を保管すること

2.売掛金回収状況の調査を行うこと

3.与信限度の安全確保のための指導、助言、統制を行うこと

4.管理部門としての得意先の信用調査を行うこと

5.得意先の業界の動向、話題、景気などの情報を収集する
こと

6.与信管理規定の円滑な運営を行うこと

7.契約書、訴訟事項、担保物権などの管理を行うこと

8.異常兆候発生時に専門的に対応すること

9.信用情報のシステム化を促進すること

10.営業部と得意先の動向についてコミュニケーションを図る
こと

11.与信に関する教育を実施すること

12.売掛金管理に関する規定、帳票、マニュアルを整備すること

商
品
部

1.与信担当者 (経理部員)は、仕入れ先の財務状況を調査し、
営業部に納入能力を連絡すること

2.仕入れ先に問題がある場合には、担保を徴求すること

3.仕入れ条件や相殺契約などを完全に履行させること

シ

ス
テ

ム
一部

1,信用情報システムのコンピューター化に協力すること

2.得意先台帳や経理システムの与信業務のデータベースを
整備すること

3.営業部や経理部に得意先の与信状況をリアルタイムに提
供できるようにすること

4.管理資料は見やすく、ビジュアル (図・表・グラフ)化すること
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